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                         平成２６年６月９日 
 

対馬市議会議長 作 元 義 文 様 

  

                  厚生常任委員会 

                   委員長 脇 本 啓 喜 

 

厚生常任委員会所管事務調査報告書 

 

平成２６年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第１０５条の規定

により、閉会中の所管事務調査の承認を得ておりました当委員会の調査内容

と、その概要を同規則第１１０条の規定により報告いたします。 

 

 ご案内の通り、対馬地区３公立病院は、離島医療圏組合の解散に伴い、平

成２１年度より経営主体が、長崎県病院企業団に移行されました。対馬市が

経営主体ではなくなったとはいえ、多くの市民の生命と健康を支える対馬地

区３企業団病院の現状と将来像は市民の大きな関心事です。また、新統合病

院開院を 1 年後に控えており、３病院の現状と、新統合病院開院後の対馬地

域の医療体制やその整備の進捗状況を調査研究すべく、対馬地区３企業団病

院に意見交換会の開催を申し入れましたところ、ご多忙にもかかわらず、３

病院とも快くご了承いただきました。５月２０日は初村委員・入江委員は欠

席でしたが、上対馬病院会議室において同病院幹部と、５月２３日は全委員

出席のもと対馬いづはら病院会議室において同病院・中対馬病院の幹部及び

長崎県病院企業団本部からもご出席いただき、いずれも１６時から約２時間                             
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の熱心かつ有意義な意見交換会を実施できました。関係各位に改めて厚く御

礼申し上げます。 

 意見交換会は当委員会から予め送付させていただいた質問項目に沿って質

疑応答を進めました。その概要は配布資料の通りです。時間の都合上質疑が

集中した点を中心に報告します。 

 

【現状について】 

① 医師や医療従事者の確保の状況、看護師不足の現状と対策（学校への求人

の働きかけ修学資金貸与制度等の現状についても含む） 

上対馬病院においては、常勤医師４名に加えて、毎日 1 名対馬いづはら病

院から派遣されています。もっと規模が小さい診療所であれば当直等の負担

がないため、上対馬病院程度の規模の病院は医師を採用しづらい環境の医療

機関であるといえます。そのような厳しい勤務条件下のなか新たに、ながさ

き地域医療人材支援センターを通じて関西で面接を行った医師が、今年９月

から勤務いただける予定です。看護師・准看護師は合計４４名在籍していま

す。医療技術修学資金貸与制度利用者はほぼ全員が、義務年限までは定着し

ています。年齢構成を鑑みるとここ数年に生じる退職者の補充が心配されて

おり、即戦力の人材確保も必要です。 

 次に、中対馬病院においては、常勤医師８名。看護師８３名。対馬いづは

ら病院においては、常勤医師２６名。看護師１３４名です。内各種派遣看護

師は２病院合計で１４名在籍頂いています。 

３病院に看護師が集まりにくい共通した原因の一つは、患者対看護師比率

７対１の大病院に流れていること、高度医療現場に在籍してスキルアップを

希望する等が挙げられます。 
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離島で深刻な看護師不足の現状を打開するため、県病院企業団は、看護師

資格がある都会のシングルマザーを呼び込む「しまの病院ワーキングママサ

ポート事業」に本腰を入れ、具体的には、６月中旬に首都圏の山手線等６路

線の車輌内で１５秒の誘致ＣＭを流す等、自然の中で子育てをしたい看護師

の誘致を目指しています。一方で、潜在的看護師の活用を図るため、県看護

協会（ナースセンター）に登録している方のみしか把握できませんが、長崎

県の医療人材対策室を通じて斡旋も行って頂いています。 

現在、対馬出身で企業団の医療技術修学資金貸与制度活用者は看護師１４

名、薬剤師３名で、今年度末には４名の受給看護師が卒業予定です。 

企業団病院間特に対馬地区の病院間で活発な人事交流を進めていき、対馬

地区の医療人材の有効活用に努めたいとのことです。 

今後とも企業団と対馬市は、連携をより一層図り、医療従事者を目指す生

徒の増加を図るよう益々努められたい。また、潜在看護師の把握と掘り起こ

しや、再雇用を積極的に進められたい。 

 

② 医師・看護師の夜勤体制の現状と改善策 

上対馬病院では、病棟看護師の夜勤体制を平成２５年度までの３名体制か

ら、今年度より１名減の２名体制となりました。労働基準法では、夜勤は複

数名で実施することされています。新生児がいなくなったこと、入院患者数

が減少したことを勘案し、外来当直１名の応援を受けながら２名体制で対応

可能と判断したとのことです。 

 中対馬病院の外来当直・病棟夜勤の昨年度月平均実績は、医師が外来当直

７回。看護師が外来当直２回、病棟夜勤８回でした。 

 対馬いづはら病院の外来当直・病棟夜勤の同実績は、医師が外来当直   
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２．５回、看護師が外来当直３．０回、病棟夜勤は一般病棟６．３回、ＩＣ

Ｕは８．８回でした。また、対馬いづはら病院の複数の診療科で、オンコー

ルによる拘束体制を行っています。 

 

③ 看取りやターミナルケアへの市民の理解を深める方法について 

 国は在宅医療の充実に向けた診療報酬制度改正等を推進していますが、全

国的に在宅医療への移行は思うように進んでいません。対馬市においても、

老々介護や独居高齢者の増加等家族の介護力不足、集落の点在に起因する医

療・介護サービス提供の非効率性、２４時間対応型のヘルパー支援体制の未

整備、訪問医や在宅死亡を確認くださる医師不足をはじめとする在宅医療提

供体制の脆弱性等が、在宅看取りの普及が進展しない大きな要因となってい

ると思われます。最後まで自宅で過ごすことは困難であっても、本人が在宅

を希望すれば少しでも長く在宅が可能となる支援体制を整備すること、在宅

医療・介護の経験者の実体験を拝聴する機会を頻繁に設ける等、看取りやタ

ーミナルケアへの市民の理解を深めることも重要だと思われます。 

 

④ 在宅医療・訪問看護の現状と今後の充実に向けた取り組み 

 上対馬病院において、昨年度は在宅で看取った方は２名。ただし、在宅期

間は短期であり長くとも１ヶ月でした。最近３年間で亡くなった訪問看護サ

ービス受給者５６名の内、在宅で看取った方は６名に留まっているそうです。

最近は、老々介護が益々増加し、認知症の方の割合も増加しています。 

 中対馬病院においては、当該事業は実施されていません。 

 対馬いづはら病院においては、主に癌で在宅ターミナルケアを希望する方

を中心に支援しています。同支援者の内、昨年は１２名が亡くなられ、在宅
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で看取りが８名、病院で看取りは４名でした。 

 在宅医療・介護の普及は、市民の意識改革も大切ですが、ナカノ在宅医療

クリニックの中野一司院長が仰るように、慢性期医療をキュア思考の病院医

療の哲学で対応しようとする傾向から医療現場や行政も脱却することが在宅

看取りの普及へ繋がるのではないかと思われます。 

 

⑤ 健診活動の充実について 

 地域保健活動・地域包括ケアの充実に向けての取り組み 

 上対馬病院においては、病院規模等を勘案すると健診受診件数は比較的高

水準にあります。中対馬病院においては、医師数の減少もあって平成２２年

度から平成２５年度にかけて半減しています。対馬いづはら病院管内におい

ては、島内民間医療機関での受診も多いのですが、国保ベースで対平成２２

年度比３０％増、また事業所健診も堅調です。これは、対馬市の健診勧奨の

成果が徐々に現れているものと思われます。 

 今後の医療改革の重点項目は、前述の在宅医療の充実と予防医療の普及に

よる医療費削減とも言われています。定期健診受診率向上による病気の早期

発見早期治療は、市民の生命・健康を守り、ひいては医療費の削減に繋げら

れる等の予防医療の有益性を広く市民に周知することを、これまで以上に対

馬市と連携し推進されたい。 

 

⑥ 上対馬病院の産科・外科の復活見込み 

 平成２４年度から上対馬病院で分娩取り扱いを中止した主な要因は、常勤

外科医が不在となり帝王切開等不測の事態に対応できなくなったことです。

医師不足、中でも外科医不足は全国的に深刻であり、特に若い外科医は手術
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の症例・件数が少ない過疎地の小規模医療機関に勤務することを望まない傾

向が強いのが現実です。上対馬病院に勤務してもよいという、勤務義務年限

任期明け外科医か公募による外科医が現れれば、外科の常勤化復活は有り得

ますが、外科医 1 名体制では手術を十分には実施できません。また、上対馬

病院で常勤外科医２名を配置することは実状から考えにくく、たとえ常勤外

科医を 1 名確保できたとしても、手術に十分対応できない等リスクが大きい

ため、分娩取り扱いの再開は極めて困難と思われるとのことです。 

 

⑦ 上対馬病院の特別診療科目の充実に向けた取り組み 

当初新統合病院建設のメリットとして、医師が集約されることで、各専門

診療科目の医師数は対馬いづはら病院より増加するため、上対馬病院への特

別診療に派遣する当日の基幹病院の負担は軽減化されることも上がっていま

した。特別診療回数を増加させ過密診療緩和の要望が出されました。 

 

⑧ 上対馬病院において、透析患者の指定病院化はできないか 

 指定病院となるためのハードルが高く、現状では著しく困難です。ただし、

透析患者は障害認定に該当するため、自立支援医療との患者と負担金は同額

負担となりますので、指定病院になる必要性はあまり高くないと思われます。 

 

【新統合病院開院後について】 

①長期療養患者への対応（患者の退院に向けての調整） 

人工呼吸器等装着等の慢性患者の受け入れ先対策 

上対馬病院においては、開院前後に入院患者の受け入れはさほど生じない

と思われます。 
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 中対馬病院においては、療養型病床３７床を徐々に空室化しており、秋ま

でには６～７名に減少する予定です。 

 対馬いづはら病院においては、入院初期から介護保険制度等を活用したス

ムーズな退院に向けた相談を実施しています。しかし、受け入れ福祉施設不

足や家族の介護力不足等の事情から入院を継続させざるを得ないケースがあ

ります。１年後に開院する新統合病院の病床数は、下地区２病院の合計病床

数より約６０床も削減されるため、開院当初に病床不足となることが心配さ

れます。そのような事態を回避できるよう、月２回退院調整協議会を開催し

各病棟で情報を共有する等、計画的に入院患者を徐々に減少させるよう努め

ているとのことです。 

 

② 安心安全出産事業の充実に向けた取組み（付き添い者の宿泊室等） 

 上対馬病院で分娩ができなくなったことに対する対馬市の出産支援事業の

利用件数は、平成２４年度が３６件（内、里帰り出産９件）、平成２５年度も

３６件（内、里帰り出産７件）です。 

現在、対馬いづはら病院には付き添い者宿泊室が３室あり、稼働率は５９％

です。新統合病院では４室設置するため、充分対応できるであろうとのこと

です。しかし、付き添い者宿泊室は当該事業の対象者以外も利用するため、

一時的には不足が生じる可能性もあり、事業主体である対馬市はそのような

場合には対応できるよう、今のうちから新病院と連携を図るよう要望しまし

た。 

 

③ へき地医療の支援で各地域診療所へ派遣をお願いしているが、新病院開院

後も継続可能な体制なのか 
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 上対馬病院の対象診療所は一重診療所のみで、継続予定です。 

 新病院においても、医師の充足が不可欠ですが、全診療所で変わらず継続

できるよう最大限努力するとの回答でした。 

 

④ 訪問診療の報酬が一部下げられたことによる影響はあるか 

 一部報酬が低くなったのは、対馬市には未設置のサービス付き高齢者向け

住宅等の改訂であり、対馬市では影響はないと思われます。 

 

⑤電子カルテ化後の市内診療所や老人福祉施設との連携のあり方 

 上対馬病院においては、今年度より電子カルテの運用が始動しており、診

療委託を受託している有料老人ホーム「ひとつばたご」「日吉の里」とは既に

共有化が始まっています。新病院においては、開院と同時に電子カルテ化さ

れます。導入機種は上対馬病院と同機種であり、開院前に島外にでることな

く研修も可能であり、既に研修日程も計画されています。 

 ネットワークに加入もしくは構築することに関する評価は積極的な評価と

慎重に検討すべきとの両論あるようです。 

電子カルテ化を機にネットワークを活用する方法は、既存のネットワークに

加入する方法と、対馬地区の医療・介護施設独自のネットワークを構築する

方法の２つが考えられます。既存ネットワークの場合、主に長崎県の医療機

関が加入している“あじさいネット”への加入が候補として挙げられていま

す。上五島病院は既に加入しており、佐世保市や長崎市の大病院との連携に

よる多大なメリットを享受してします。しかし、対馬市民は福岡の病院を多

く利用するため、新上五島町民ほどメリットを享受できません。対馬地区独

自のネットワークを構築するよりも、あじさいネットに加入する方がコスト
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削減可能ですが、あじさいネット加入料金や維持負担金を島内の診療所や民

間医療・介護施設に負担いただけるのか、ほかの予算措置を探るのか、不確

定とのことです。そのほかにもセキュリティーの確保の課題等、判断が難し

い課題が山積みではありますが、対馬市民の医療に関わる利便性向上を図る

ネットワークの構築または加入を関係機関同士や行政で充分に検討されたい。 

 

⑥ドクターカー（ラピッドレスポンスカー）の導入について（対馬市と企業

団のどちらが主体か） 

 はじめに、対馬市における救急車搬送による３０分以内搬送率は全国水準

を上回っていることが紹介されました。これは、市内各地に救急車が配備さ

れ、公立病院は基本的に受け入れ拒否を行わないことから、都会で問題とな

っているいわゆる救急患者のたらい回しがないことによるものです。 

しかし、基幹病院が人口密集地域の厳原地区から移転すること等を踏まえ

て、新病院建設計画にも、サイレン、赤色回転灯を装備した医師等の搬送の

みを行う乗用車ベースのラピッドレスポンスカーの導入検討の必要性が明記

されていました。また、平成２５年１２月～平成２６年３月にかけて対馬市

救急医療搬送体制検討委員会が開催され、（島内）救急搬送ヘリコプター導入

も検討されましたが、報告書では救急搬送ヘリコプターの有効性は理解でき

るが、対馬救急医療研究会からの要望書で示されたように、救急搬送ヘリコ

プターに先行させてドクターカーの整備をすすめるべきではないかと提言さ

れました。現実的で比較的容易に配備可能なラピッドレスポンスカーの導入

に向けて、行政と県病院企業団間で早急な検討を要望しました。 

 

 以上で、厚生常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 


